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計画 実績 計画

R3 R3実績 R4

施策１ 地域福祉の推進

１ 地域におけるネットワークの推進

（１）地域におけるネットワークの構築と強化

○ 地域包括支援センター運営事業

高齢者への介護・保健・福祉・医療など様々な

サービスの調整を総合的に行い、地域の包括的

ケアを行う機関として高齢者を総合的にサポー

トします。

延べ相談件数 件 - 22,762 -

施策3　地域包括ケアシステムの推進

４地域包括支援センター等の充実　を参照してくださ

い。

施策3　地域包括ケアシステムの推進

4地域包括支援センター等の充実　を参照してください。

○ 生活支援体制整備事業

高齢者の介護予防、生活支援サービスの充実に

向けた地域の体制づくりを進めるため、生活支

援コーディネーターの配置および協議体を設置

（活動推進）します。

生活支援コーディネーター活動件

数
件 - 8,072 -

施策3　地域包括ケアシステムの推進

1生活支援体制整備事業の充実　を参照してください。

施策3　地域包括ケアシステムの推進

1生活支援体制整備事業の充実　を参照してください。

（２）地域福祉の取組についての啓発・広報の充実

○ 支え合いの地域づくりシンポジウム開催事業

学識経験者による講演や、地域で認知症の理解

を深める活動をされている団体の紹介、活動報

告を通して、地域における支え合い活動の必要

性について啓発します。

参加者数 人 - 117 -

認知症のある人やその家族をはじめみんなが安心して暮

らせるまちを目指し、認知症や地域の福祉活動について

考える場としてシンポジウムを開催しました。

開催日：令和3年12月11日

地域の福祉活動について、5つの圏域で開催する認知症講

演会、市の広報、転倒予防自主グループ支援等などの機

会に啓発、広報を行い、周知に努めます。

（３）長浜市避難支援・見守り支えあい制度の推進

○ 「長浜市避難支援見守り支えあい制度」

ひとり暮らしの高齢者や重いしょうがいのある

人など、避難支援が必要な方に登録いただき、

自治会ごとにまとめた「台帳」及び登録者ひと

り一人の見守り方法や避難支援方法を記した

「個別計画」を作成します。この台帳や個別計

画を活用して要配慮者を地域で把握し、日ごろ

の見守りや災害時の備えを行います。

個別計画作成済件数 件 - 1890 -

・自治会や民生委員など地域の協力を得ながら、要配慮

者の把握や情報の更新等を進めました。広報ながはま

（令和３年６月号）で制度の周知を図りました。

・令和４年２月に各自治会へ情報提供しました。

　登録者がある自治会（341）：台帳を送付

　登録者がない自治会（88）：制度案内を送付

・引き続き制度の周知を行うとともに、自治会や民生委

員など地域の協力を得ながら、必要とする方の台帳登録

を推進します。

・令和３年の法改正に伴い、「個別避難計画」の作成が

市町村の努力義務とされました。避難情報の発令が多い

地域をモデル地区として、生活支援コーディネーターと

連携し、個別避難計画を作成する自治会を支援し、避難

支援体制づくりを進めます。

２ 地域福祉活動の担い手の育成

（１）地域福祉人材の発掘・育成

〇 新介護予防講座の開催

地域で栄養・運動・口腔などの介護予防の連続

講座を行うとともに、参加者が地域活動に参加

できるよう参加者同士の交流や情報提供などの

きっかけづくりをおこないます。

実施数 箇所 - 2 2

地域づくり協議会等と連携して事業を実施しました。介

護予防の啓発は図れましたが、地域活動までは結び付き

ませんでした。

講座内で地域活動の紹介を行うなど、参加者の介護予

防・地域活動につながるように働きかけていきます。

（２）ボランティアや各種サポーター等の活用

○ 介護事業所等による高齢者サロン出前講座

サロン等、地域で支え合い活動に取り組まれて

いる団体等に、サロン活動の活性化に向けた支

援の一つとして介護サービス事業所の協力によ

り出前講座を行います。

講座数 回 - 53

コロナ禍の影響によりサロン活動が自粛されたため、出

前講座の依頼件数が減少しました。

長浜市社会福祉協議会とも連携し、サロン交流会等様々

な機会で出前講座の周知を図ります。

（３）介護予防・日常生活支援の担い手の育成

〇 日常生活支援従事者研修会

「生活支援サービス等」に従事する人を対象

に、総合事業の概要や意義、高齢者の心身の特

性や認知症等の症状に沿った対応方法など、

サービスの提供にあたって必要な知識や技術を

習得いただくための研修を実施します。

受講者数 人 - 4

コロナウイルス感染症予防対策として、オンラインによ

る開催としましたが、受講者数の増加には至りませんで

した。研修方法や広報などの検討が必要です。

引き続きオンラインによる研修会を開催し、介護予防・

日常生活支援総合事業生活支援サービス等従事者の養成

を図ります。また、他自治体の事例を研究し、次年度以

降の研修のあり方を検討します。

（４）老人クラブの支援

○ 老人クラブ補助（連合会及び単位ｸﾗﾌﾞ）
地域で活動する老人クラブに補助金を交付し、

活動の充実を図ります。
補助クラブ数 団体 - 155 -

○ 老人クラブバス利用補助

老人クラブでの研修などでバスを利用する場合

に補助金を交付し、参加者の学びや交流の促進

を図ります。

補助クラブ数 団体 - 9 -

引き続き補助金申請手続きの支援を行うとともに、単位

老人クラブの活動の活性化につながるよう老人クラブ連

合会への働きかけを行います。

令和４年度取組内容令和３年度実施状況と課題

高齢者保健福祉事業の取組状況　　

〇事業名 評価指標 単位

活動しやすいよう補助金手続きの負担軽減を図っていま

すが、会員の高齢化が進み老人クラブ数は年々減少して

います。

事業概要

資料①
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３ 福祉意識の醸成

（１）啓発・広報活動の充実

○ 認知症に関する啓発

認知症は誰もがなりうる身近な病気であること

を、市民に広く普及・啓発し、地域の認知症の

理解者を増やし、地域ぐるみで認知症を見守る

体制を整えていきます。

認知症サポーター養成講座の開催（施策６－１参照）

広報ながはま9月号に「認知症について、居場所や見守り

について」の特集記事を掲載し、相談や対応について

や、認知症カフェや居場所の紹介をしています。

認知症サポーター養成講座の開催（施策６－１参照）

広報ながはま9月号で、認知症高齢者見守り等SOSほんわ

かネットワーク事業の紹介等地域での見守りの啓発や、

認知症講座等開催周知をする予定です。

○ 支え合いの地域づくりシンポジウム開催事業 【再掲】施策１－１－（２）参照

（２）学校教育等における福祉教育の推進

○ 出前講座 【後述】施策５－１－（２）－ア参照

〇 絵本教室（小中学校） 【後述】施策６－１－（１）－ウ参照

（３）認知症に対する知識の普及と理解の促進

○ 「認知症サポーター養成講座」開催 【後述】施策６－１－（１）－イ参照

（６）敬老事業

○ 100歳お祝い事業

敬老の意を表するとともに、長寿をお祝いし、

満１００歳の誕生日の際に５万円の祝賀金をお

贈りします。

贈呈件数 人 - 38

100歳をお祝いする事業を通じて高齢者自身の喜びや家族

の敬いの気持ちを深めていただくことができました。

引き続き事業を実施します。

施策２ 社会参加の促進

１ 生きがいづくりの推進

（１）スポーツ・レクリエーション活動の促進

ア スポーツ活動の促進

○ ねんりんピック出場者激励会開催 市長から出場者の激励を行います。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止

しました。

新型コロナウイルス感染症に留意のうえ、引き続き事業

を実施します。

（４）高齢者組織の支援

ア 老人クラブ活動の支援

○ 老人クラブ補助（連合会及び単位ｸﾗﾌﾞ） 【再掲】施策１－２－（４）参照

○ 老人クラブバス利用補助 【再掲】施策１－２－（４）参照

２ 就労促進

（２）長浜市シルバー人材センター運営の支援

○ シルバー人材センター事業運営補助

シルバー人材センターの運営について補助金を

交付し、高齢者の就業機会を確保し、生きがい

の充実や社会参加の促進を図ります。

会員数 人 - 1,601

コロナ禍の影響を受け、会員数、契約金額のいずれも減

少傾向にある中、感染予防を施しながら、就業機会の確

保に努められています。

シルバー人材センターが行う会員の増加や普及啓発の推

進、就業機会の拡充等への取組を支援します。

（３）退職シニア人材マッチングの推進

○ 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業（補助金）

人手不足分野や現役世代を支える分野で就業す

る機会を提供する事業に対して補助金を交付

し、高齢者の生活の安定・生きがいの向上・健

康の維持・増進、就業機会の確保、企業の人手

不足の解消、地域社会の維持・発展を推進す

る。

- -

放課後児童クラブの運営や空き家の維持管理など、身近

な生活援助への取組みや企業等への派遣事業を推進し、

高齢者の活躍の場の確保・介護予防講座開催等に努めら

れています。

子育て中の現役世代と子どもたちへの支援事業など、地

域に根差した事業活動等に対する取組みを支援します。

３ 高齢者福祉センター等のあり方

（１）高齢者福祉センターのあり方

○ 独自調査
市内７か所に設置している高齢者福祉センター

のあり方について、調査し検討します。

各センターの利用実態や、利用者・各種団体等へのアン

ケート調査を実施しました。周知、利用促進に努め、介

護予防事業の拠点として積極的に活用していくことと並

行して、適正配置を検討する必要があります。

各種団体等への周知を積極的に行い、また施設管理者と

連携して利用促進に努めます。

（２）公設の通所介護施設（デイサービスセンター）のあり方

○ 独自調査
市内10か所に設置している公設デイサービスセ

ンターのあり方について、調査し検討します。

民間事業所が充実してきた状況を踏まえ、びわデイサー

ビスセンターを令和３年12月31日付で廃止しました。

今後の利用見通しや、施設の老朽化を踏まえ、引き続き

現状分析を行います。



3ページ

計画 実績 計画

R3 R3実績 R4
令和４年度取組内容令和３年度実施状況と課題〇事業名 評価指標 単位事業概要

資料①

施策３ 地域包括ケアシステムの推進

１ 生活支援体制整備事業の充実

○ 生活支援体制整備事業

（１）協議体の設置及び運営

関係者の情報共有や住民主体の支えあい活動の

継続や広がりにむけた取り組みを行うために、

市域（第１層）や地域（第2層）の協議体を設

置及び運営します。

協議体設置数 箇所 - 15 15

（２）生活支援コーディネーターの配置

地域のニーズや社会資源を見える化し、協議体

での協議を行いながらニーズとサービスのマッ

チングや住民主体の新たな社会資源の開発を行

います

設置人数 人 - 12 -

２ 地域ケア会議の推進

地域ケア会議

個別支援会議 回 50 41 50

コロナ禍の影響で会議開催回数が減少しましたが、地域

の関係者や多職種に参加いただき、必要な支援を検討し

ました。

介護支援専門員が地域とつながり、高齢者の抱える課題

に応じてインフォーマルサービスを含む社会資源を適切

に活用できるよう支援する必要があります。

感染予防対策を行い、多様な関係者が参加して必要な支

援を検討します。

生活支援コーディネータ－と地域包括支援センター、介

護支援専門員が必要な社会資源情報（不足している情報

を含む）を提供しあえることを目指します。

自立支援会議(初回、評価) 回 100 123 100

市内の事業所のすべてのケアマネジャーが、自立支援会

議に参加し、多職種からのアドバイスを受けることで、

自立支援に資するケアプランを作成できるよう、会議を

継続的に開催しています。６か月後に、多職種で評価会

議を行うことで、会議の質の向上を目指しています。

会議でのアドバイスがより多くのケアプランに反映され

ることを目指していきます。

本人の楽しみや役割、生きがい、地域とのつながりが盛

り込まれた自立を促すケアプランの作成を促します。

地域専門職連携会議 回 100 140 100

地域団体や事業所と協力しながら、認知症のある人や家

族が気軽に集まれる居場所づくり（高月地域）や、いつ

までも車を運転できる体力づくりを目指してウォーキン

グイベントを開催（浅井地域）しました。

福祉分野だけでは解決できない暮らしや地域の課題につ

いて、多様に連携する中で解決に向けて取り組んでいく

必要があります。

男性の居場所づくり（木之本地域）や、循環器疾患の予

防のための血圧測定・運動ができる活動（南郷里）、要

配慮者に対する見守り体制づくり（高月）等の活動を、

地域の団体などと協働して検討していきます。

圏域居宅介護支援事業所会議 回 5 5 5

介護支援専門員のニーズに応じた研修会や居宅介護支援

事業所との情報共有を行いました。

引き続き会議の場を活用し、介護支援専門員等のニーズ

に応じた研修の場の提供や事業所との情報共有を図りま

す。

３ 在宅医療・介護連携の推進

（１）現状の分析と課題の抽出、事業計画の立案

ア 地域の医療・介護サービス資源の把握

地域の医療・介護サービス資源を把握・集約

し、住民や専門職にわかりやすく情報提供を行

います。

ホームページアクセス数 件 3,000 3,800 3,000

多くの専門職に長浜米原地域医療支援センターのホーム

ページを知ってもらえるよう、研修資料や最新版の地域

資源情報等をホームページに掲載する工夫を行い、アク

セス数が伸びました。

専門職や市民にホームページを活用してもらえるよう、

長浜米原地域医療支援センターホームページの地域資源

情報ページを充実させます。併せてホームページレイア

ウトも変更し、必要な情報にアクセスしやすくなるよう

努めます。

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

様々な専門職の声から、地域における在宅医

療・介護連携に関する課題を把握し、より円滑

な連携が図れるよう対応策を検討します。

- -

生活支援コーディネーターを配置し、地域のニーズを把

握・共有化・課題の解決に取り組み、高齢者の通いの場

の充実のためサロン活動への助言や活動事例の紹介など

地域活動を支援しました。

コロナ禍においても支え合い活動が継続できるよう地域

の取組を支援し、地域課題の解決に向け、地域資源の把

握・創設を進めます。

在宅医療・介護の円滑な連携が図れるよう、令和3年度に

検討した内容(多職種連携研修の継続開催や医療・介護間

の情報連携等)に取り組みます。

地域で活動する専門職による個別事例からの生

活課題の抽出や地域課題の検討等で、課題の要

因を探り、個人と環境の双方に働きかけます。

他職種によるネットワークを形成し、新たな社

会資源の開発や政策形成を行うことにより、地

域包括ケアシステムの充実を図ります。

長浜米原地域医療支援センターや保健所などの関係者と

在宅医療・介護連携推進に関する評価指標や課題解決・

事業推進に伴う具体策について検討を行い、次年度の取

り組みの方向性を確認しました。

地域ケア会議推進事業○
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資料①

ウ 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築の推進

医療機関から在宅療養・介護に移行する際に、

必要な医療・介護にきちんと繋がり、情報共有

や各機関での連携を円滑に行うことで住民が、

地域で安心して生活できるような体制構築を推

進します。

- -

（２）事業の実施

ア 在宅医療・介護連携に関する相談支援

専門職や住民からの在宅医療や介護に関する困

りごとに対し、気軽に相談できる窓口を設置

し、専門のコーディネーターが相談支援を行い

ます。

相談数 件 23 14 25

相談件数は目標より少ないですが、医師、介護支援専門

員、民生委員、訪問看護など様々な職種をはじめ市民か

らも相談がありました。

市民や多職種が気軽に相談できる窓口づくりを目指すと

ともに、引き続き相談窓口(長浜米原地域医療支援セン

ター)の周知を行います。

イ 地域住民への普及啓発

住民が自分の人生について考えるきっかけとな

るよう、ACP（人生会議）やエンディングノー

トについて、出前講座やフォーラムなどを企画

し地域住民に啓発し、普及を図ります。

出前講座 件 - 10 10

長浜米原地域医療支援センターに委託し、ACPやエン

ディングノートなどの出前講座を、新型コロナウイルス

の感染状況に応じて実施し、自治会や民生委員、サロン

等の受講がありました。

引き続き多くの方々に出前講座を受講していただけるよ

う、長浜米原地域医療支援センターに委託し、ホーム

ページや広報誌等で周知を行います。

ウ 在宅医療・介護サービスの情報の共有支援

住民の状態に応じた医療・介護サービス提供の

ため、専門職間で在宅医療や介護に関する情報

を安全・迅速に共有できるよう、情報共有手段

としてびわ湖あさがおネットの利用を促進しま

す。

登録事業者数 件 128 119 133

在宅医療・介護サービスの情報共有手段として、県とと

もにびわ湖あさがおネットを推進し、ネットワーク登録

した医療・介護サービス事業者数は一定程度増えました

が目標に達しませんでした。利用促進できるような啓発

や仕組みづくりが課題です。

入退院支援にびわ湖あさがおネットを利用できるよう、

長浜米原地域医療支援センターや保健所をはじめとした

関係機関と協議します。また、引き続き利用促進のため

の啓発に取り組みます。

エ 医療・介護関係者の研修

専門職が医療・介護についての知識を広く学

び、自らの業務に活かせるよう、研修機会を提

供します。

開催件数 件 4 5 5

オンラインを活用し、多職種が集まり、医療・介護に関

する知識について学びを深める研修を開催しました。ま

た、地域包括支援センターと長浜米原地域医療支援セン

ターで合同研修会を実施し、研修参加者の層を広げるこ

とができました。

専門分野以外の知識を得ることができるよう、引き続き

多職種を対象とした研修機会を設けます。

また、地域包括支援センターとの合同研修開催につい

て、R3年度に合同研修未開催だった地域包括支援セン

ターと共同開催を提案し、研修を開催します。

４ 地域包括支援センター等の充実

○ 地域包括支援センター運営事業

（１）地域包括支援センターの機能強化

市内に５か所設置している地域包括支援セン

ターについて、職員の資質向上や広報により高

齢者の相談対応などの機能の充実および地域住

民への周知を図ります。

住所地を担当する地域包括支援セ

ンターを知っている人の割合
％ - 54.2 57.4

地域包括支援センターごとのたよりの発行や地域団体や

店舗等への訪問などにより、地域包括支援センターの周

知に努めました。

令和3年度の取組と併せ、地域の出前講座や人権学習会の

機会を活用し、地域に向けた啓発活動を行います。

（２）総合相談支援業務
高齢者の総合相談窓口として様々な相談の受付

および対応を行います。
延べ相談件数 件 - 22,762 -

コロナ禍の影響から来所相談は減少傾向にありました

が、支援を必要とする高齢者は訪問し、ニーズに応じた

適切な対応を行いました。

支援を必要とする高齢者や家族が早期に相談できるよ

う、メールやお問い合わせフォームなどを利用した相談

方法の多様化を図ります。

（３）権利擁護業務

虐待の防止や対応、消費者被害の防止、判断力

が低下した高齢者の権利や財産を守る支援を行

います。

虐待相談・通報件数 件 - 93 -

様々な機会に虐待防止の啓発を行うことで、介護支援専

門員等から早期に虐待通報が入るようになりました。通

報のあった虐待案件について、早期に対応を検討し支援

を開始しました。

虐待の相談窓口を周知し、早期に対応できるよう取り組

みます。関係機関と連携が取れるよう引き続き研修等も

実施します。

（４）介護予防ケアマネジメント

要支援の認定を受けた方が介護予防を行い自立

した生活が送れるよう、マネジメントを行いま

す。

包括センターのケアマネジメント

件数
件 - 12,344 ‐

自立を目指したケアプランを作成しました。 介護支援専門員が適切な介護予防プランが作成できるよ

う、地域資源などの情報提供やケアプランへのアドバイ

スを行います。

（５）包括的・継続的ケアマネジメント支援

多様な問題を抱えた高齢者への支援を行うた

め、介護支援専門員をはじめとした他職種に相

談支援を行います。

ケアマネジャーからの相談件数 件 - 1,718 -

介護支援専門員に対し社会資源の情報提供や地域の自治

会長や民生委員などのキーパーソンの紹介などを行い、

適切なケアプランが作成できるよう支援しました。

介護支援専門員があらゆる社会資源を適切に活用し、地

域の関係機関等との連携できるよう、引き続き、社会資

源などの情報収集や関係機関とのつながりづくりを行い

ます。

５ 権利擁護・成年後見制度の利用促進

（１）長浜市成年後見・権利擁護センター

認知症やしょうがいなどにより、金銭や財産の

管理、福祉サービスの利用手続きを支援する成

年後見制度等の利用について相談援助を行うこ

とで、安心した生活が継続できるよう支援しま

す。

- - -

長浜と木之本の2か所に相談支援窓口を設置し、成年後見

制度の利用相談や権利擁護支援を行いました。

支援を必要としている人が制度を適切に利用することが

できるよう、パンフレット等啓発資料の作成や講座、相

談会等の開催を通じて制度の普及・啓発を図ります。

在宅医療・介護の円滑な連携が図れるよう、令和3年度に

検討した内容(多職種連携研修の継続開催や医療・介護間

の情報連携等)に取り組みます。

長浜米原地域医療支援センターや保健所などの関係者と

在宅医療・介護連携推進に関する評価指標や課題解決・

事業推進に伴う具体策について検討を行い、次年度の取

り組みの方向性を確認しました。
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資料①

契約者数 人 - 254 -
日常的金銭管理を始めとした、本人に必要な支援を適時

行いました。

今後も、日常生活自立支援事業を必要とする人に対し

て、引き続き制度利用の支援を進めます。

精神しょうがい者延べ利用件数 件 - 3,544 -

知的しょうがい者延べ利用件数 件 - 5,663 -

認知症高齢者延べ利用件数 件 - 5,721 -

市長申立支援 件 - 5 -

親族申立支援 件 - 52 -

任意後見契約支援 件 - 0 -

審判費用の助成 件 - 0 -

報酬費用の助成 件 - 9 -

（５）成年後見制度利用促進基本計画の策定

○ 成年後見・権利擁護関係者協議会

成年後見・権利擁護センターを中核機関として

位置づけ、その運営や支援の在り方について関

係者で協議します。

開催回数 回 2

令和2年度に成年後見制度利用促進計画を策定し、令和3

年度に施行しました。

中核機関の運営や協議会の今後の進め方について検討し

ました。

今後も定期的に開催し、権利擁護支援および成年後見制

度利用促進に関する情報共有・検討を行います。

６ 高齢者虐待の防止と対応

（１）高齢者虐待の防止

○ 高齢者虐待防止ネットワーク協議会

地域や関係機関への虐待防止のための啓発や

ネットワーク構築を行うことにより、高齢者虐

待の早期発見や防止を図ります。

開催回数 回 - 1

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から書面会議で

実施しました。委員からは多様な意見を聴収でき、虐待

の周知方法など課題もありました。

複合的課題をもつケースが増えており、他課や他機関と

の連携がますます必要となっていることから、重層的支

援体制整備事業（多機関協働による包括的支援体制構築

事業等）の利用状況や事例紹介を行うと共に、委員から

の意見の聴収やネットワークの構築に努めます。

○ 周知・啓発

高齢者虐待の防止を目的に、出前講座を通して

高齢者虐待についての知識の普及啓発を行いま

す。

出前講座実施回数 回 - 6

令和3年度は民生委員児童委員協議会や認知症キャラバン

メイト、入所施設、事業所の虐待防止委員会から申込が

あり、虐待の防止や早期発見について周知・啓発するこ

とができました。他にも申込はありましたが、新型コロ

ナウイルス感染の影響で実施できなかった団体がありま

した。

虐待防止や早期発見の大切さ、虐待発見時の相談窓口に

ついて、引き続き地域や関係機関に周知・啓発します。

（２）高齢者虐待への対応

相談通報件数（新規） 回 - 93

うち虐待件数 件 - 71

コア会議 件 - 93

評価会議 件 - 93

７ 誰もが住みよいまちづくりの推進

（１）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

イ 移動手段の確保

○ 日常生活支援活動車両整備事業 【後述】施策４-１-（４）-ウ-（ウ）参照

ウ ＩＣＴの利活用

新） ○ 高齢者デジタル教室

スマホを持っていない、または使い方がよくわ

からない方を対象に、基本講座およびアプリ等

の活用講座を実施します。

参加者数 人

（令和４年度新規事業） 基本講座1会場×3回、活用講座3会場×3回の連続講座を

実施します。

（２）高齢者の住まいの確保

ア 多様な住まい方の支援

新） ○ エアコン設置事業補助

自宅に使用できるエアコンが1台もない高齢者

に対して、エアコン設置・修理にかかる費用を

補助します。

補助金交付件数 件

（令和４年度新規事業） 高齢者エアコン設置事業補助金：40件、非課税世帯高齢

者エアコン設置事業補助金：40件を予定しています。

必要に応じて市長による成年後見制度の申立手続きを進

めました。また、後見人等への報酬の支払いが困難な人

に対し、費用を助成しました。

緊急性など判断しながら、コア会議や評価会議を適切に

開催できるように進めます。また、外部委員からの多角

的な意見や高齢者虐待対応支援ネットからの助言を基に

適切な支援方法について検討します。

引き続き、成年後見・権利擁護センターとともに成年後

見制度の利用が必要な人やその親族などに対して、制度

利用の支援を進めます。

（２）日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の充実

判断能力が十分でない高齢者などの日常的な金

銭管理や各種サービスの利用援助を行うととも

に、本事業の普及啓発を図ります。

虐待の相談通報があれば事実確認等を行い、市や地域包

括支援センターでコア会議を開催し虐待の事実確認を行

いました。虐待と判断した場合は、支援計画に基づき高

齢者や養護者に対して支援を行いました。評価会議で

は、外部委員と対応方法や今後の支援について検討しま

した。

成年後見制度について親族が申し立てをするこ

とが困難な場合に、市長が申し立て手続きを行

います。また、申立てや後見人への報酬の費用

を負担することが困難な人に、その費用の助成

を行います。

（３）成年後見制度利用支援事業

高齢者虐待の通報を受け付けるとともに、事実

確認に基づき各種会議にて虐待の有無等の判定

をしたうえで、本人・養護者、関係者への支援

を行います。

高齢者虐待対応各種会議○
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資料①

イ 養護老人ホーム

○ 高齢者施設入所措置事業

老人福祉法第１１条による措置。環境的、経済

的理由により、在宅での生活が困難な高齢者を

養護老人ホームに入所させることにより、生活

の場の確保を図ります。

措置件数 件

新規措置3件。措置廃止４件。介護職員の処遇改善に伴う

措置費支弁額改定の検討が必要です。

普段からのケース協議等を行う中で、適時措置を判断

し、在宅生活困難な高齢者の生活の場を確保します。

措置費支弁額について、見直しを行います。

施策４ 健康づくり・介護予防と自立生活支援の推進

１ 健康づくり・介護予防の推進

（１）健康づくりと介護予防の一体的実施

○ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

ア 実施体制の整備
関係団体と連携することで、事業が円滑に実施

できる体制を整備します。
- - -

医師会や地域づくり協議会、民生委員児童委員協議会な

どの団体に協力依頼をしました。

新たに２圏域を重点地域に加え、地域との協働体制を整

備します。

イ 元気な高齢者へのアプローチ
サロンなどの通いの場に専門職が訪問し、高齢

者の健康づくりを行います。
サロン訪問 か所 52 18 50

コロナ禍で活動を中止する通いの場が多い中、活動され

ている通いの場に健康教育を実施しました。

通いの場に対し、チラシの配布やオンラインでの体操指

導など訪問以外の方法についても検討し、健康教育を進

めます。

健診結果などから重症化する危険性のある高齢

者を抽出し、訪問などで面接を行いながら、健

康づくりを行います。

ハイリスク者への訪問 人 133 118 224

健康状態不明者や高血圧・フレイルの重症化リスクが高

い人に対して訪問等を行い、状況把握をしました。

保健指導について、必要性を感じる人が少なく状況把握

に留まったため、より重症化のリスクが高い人を抽出

し、訪問指導を行います。

エ 要介護等認定を受けた高齢者へのアプローチ

介護支援専門員と連携し、要介護認定を受けた

人が重症化しないよう重症化を予防する生活が

送れるよう支援します。

居宅介護支援事業所研修会で介護支援専門員に重症化予

防のためのサービスや取組をプランに位置付けるよう依

頼しました。

介護支援専門員とともに重症化予防ができるよう、プラ

ン作成などにおいて協力依頼を行います。

（２）健康づくりの推進

◇ 健康管理

ア 健康手帳の交付

自らの健康管理が適切にできるよう、各種健診

（検診）受診者等に記録用紙や健診結果をとじ

込む形式の長期間利用できる健康手帳を交付し

ます。

交付数 人 100 11 100

市のホームページ上で健康手帳をダウンロードできるよ

うにしたため、冊子の交付数は減少しました。

多様な世代の市民が自らの健康管理をできるように、利

用の促進を図ります。

集団健康教育（出前講座）開催回

数
回 40 3 40

集団健康教育（出前講座）参加者

数
人 800 27 800

個別健康教育では医療機関と連携して保健指

導・支援を行います。
個別健康教育実施者数 人 40 34 40

健康相談・栄養相談参加者数 人 30 27 30

医療機関からの紹介があった市民に対し専門職による相

談を実施しました。

生活習慣病の発症や重症化を予防できるよう、対象者の

ニーズに応じた専門職による支援を行います。

歯科相談参加者数 人 250 213 250

若年者及び低所得者の生活習慣病対策として19

歳から39歳の市民及び40歳以上の生活保護受給

者に対する健康診査を実施します。

生活習慣病健康診査受信者数 人 520 377 540

令和2年度より受診者が増加しましたが、コロナ前の受診

者数には回復していない状況です。

令和4年度から、対象年齢を19歳以上に拡大し、切れ目の

ない健康づくりの環境を整備しました。

特定健康診査対象者数 人 18,699 16740 18,331

特定健康診査受診者数 人 9,350 6166 10,082

特定健康診査受診率 ％ 50.0 36.8 55.0

特定保健指導対象者数 人 935 643 1,008

特定保健指導終了者数 人 486 202 524

特定保健指導終了率 ％ 52.0 31.4 52.0

カ 75 歳以上の市民の健康診査

後期高齢者医療被保険者の内、医療機関への定

期的な受診が見られない人に、健康診査を実施

します。

75歳以上の市民の健康診査受診者

数
人 950 753 950

・R3計画、およびR4計画については、当初予算時の数値

です。

・R3実績については、令和4年3月末現在の数値です。

・新型コロナウィルス感染症による受診控えにより、受

診者数が伸び悩んでいます。

・過去2か年度において、健診未受診者に対し、受診勧奨

は控えてきました（医療機関への負荷を減らすた

め。）。今年度については、受診勧奨を行います（10月

頃の予定）。

　コロナ禍で活動を中止する通いの場が多く、出前講座

も申込が少ない現状でした。低栄養予防と口腔分野の講

座内容を見直し、関係機関から通いの場等の活動状況を

把握し働きかける地域を選定、計画を立て勧奨しました

が、感染拡大の時期には出前講座が中止になることもあ

りました。

・特定健康診査の令和3年度の実績は、令和4年6月末現在

の数値です。（法定報告はR4.11に確定されます。）

・令和2年度より受診率は増加しましたが、コロナ前の受

診率には回復していない状況です。

・特定保健指導の令和3年度の実績は、令和4年6月末現在

の数値です。（法定報告はR4.11に確定されます。）

・生活習慣病の早期発見と重症化予防を図るため、引き

続き、受診勧奨の取組を強化し、受診率向上に努めま

す。

・特定保健指導の終了率の向上を目指して、オンライン

での初回面接に加え、継続支援についてメールでも実施

をしていきます。

　関係機関に周知協力を依頼し、希望に応じて短時間の

講座内容に変更し、申込しやすい体制を整え、出前での

健康教育を進めます。

ウ 生活習慣病の重症化の危険性が高い高齢者への

    アプローチ

集団健康教育では、地域の様々な団体に対し出

前講座を実施します。
イ 健康教育

保健師による保健相談、栄養士による栄養相

談、歯科衛生士による歯科相談を実施します。

歯科相談については重点健康相談として設定し

歯周病予防のための個別相談を行います。

ウ 健康相談

エ 生活習慣病健康診査

国保被保険者の40歳から74歳の健康診査と生活

習慣の改善に努める必要がある人に対しての保

健指導を実施します。

オ 特定健康診査・特定保健指導
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計画 実績 計画

R3 R3実績 R4
令和４年度取組内容令和３年度実施状況と課題〇事業名 評価指標 単位事業概要

資料①

総合健診と同会場で18半日実施。歯科健診及び

歯周ポケットの測定、ワンポイントブラッシン

グ指導等を実施します。

歯周病検診受診者数 人 450 316 450

・総合健診全体で受け入れ人数を制限したこと、コロナ

ウイルス感染状況による市民の歯科への受診控えが計画

未達成の要因だと考えます。ただ、歯科での待ち時間が

生じることがほぼなく安心安全に実施できました。

・要精検者の医療機関受診状況は42.9%と昨年度の54.8%

と比較して減少しています。

・対象年齢を「19歳以上」に拡大し切れ目のない健康づ

くりの環境を整備しました。

・要精検者の歯科受診率を上げるため健診時での勧奨を

強化しています。また、受診報告のない人には、ハガキ

での勧奨通知と併せて電話訪問にて確認を行う予定で

す。

50歳から65歳までの5歳刻みの女性を対象に、

DEXA法による骨密度検査を実施。要指導と判

定された方には食事、運動を中心に骨粗鬆症予

防に関する保健指導を実施しています。また、

要精密検査と判定された方には医療機関受診を

勧めています。

骨粗しょう健診受診者数 人 425 450 430

DEXA法による検診を実施し、要指導と判定された方には

骨粗鬆症予防についての保健指導を実施しました。ま

た、要精検と判定され、未受診の方には医療機関受診を

勧めました。

多くの女性に骨の状態を知っていただく為に、今年度か

ら、過去にDEXA法による骨密度検査を実施された方は対

象から外して受診案内を発送しました。引き続き、DEXA

法による骨粗しょう症検診を実施し、保健指導、医療機

関受診を勧めます。

胃がん健診対象者数 人 33,388 33,388 33,388

胃がん健診受診者数 人 2,840 2,420 2,900

胃がん健診受診率 ％ 8.5 7.2 8.7

大腸がん健診対象者数 人 33,388 33,388 33,388

大腸がん健診受診者数 人 4,840 4,114 4,940

大腸がん健診受診率 ％ 14.5 12.3 14.8

乳がん健診対象者数 人 20,675 20,675 20,675

乳がん健診受診者数 人 2,610 2695 2,620

乳がん健診受診率 ％ 25.2 21.5 25.3

肺がん健診対象者数 人 33,388 33,388 33,388

肺がん健診受診者数 人 2,140 1,731 2,200

肺がん健診受診率 ％ 6.4 5.2 6.6

子宮頸がん健診対象者数 人 24,246 24,246 24,246

子宮頸がん健診受診者数 人 2,510 2,637 2,580

子宮頸がん健診受診率 ％ 20.6 17.3 21.0

コ 肝炎ウイルス検診

肝炎ウイルスは、感染した状態を放置すると慢

性肝炎から肝硬変、肝がんに進行する場合があ

ります。早期に発見し治療するため、40 歳以

上で過去に肝炎ウイルス検診を受診したことが

ない市民に対し、肝炎ウイルス検診を実施しま

す。

肝炎ウイルス検診受診者数 人 590 515 600

令和3年度から市立長浜病院でも受診可能にし、受診機会

を拡大しました。

総合健診(51日間)と医療機関受診（通年）の検診体制を

継続します。総合健診の受診案内時に勧奨チラシを同封

し受診者の増加を図ります。

訪問指導訪問者数 人 130 55 130

訪問指導訪問回数 回 150 63 150

シ ０次予防健康づくり推進事業

「市民の健康づくりの推進」と「医学発展への

貢献」を目的に、京都大学大学院医学研究科と

協働で、コホート研究と健康づくり事業を実施

しています。平成29 年度からは、「０次健診

（第３期）」として３回目の健診を実施してい

ます。

0次予防健康づくり推進事業受診

者数
人 1,440 1,322 1,440

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により日程を変更

して実施しました。

平成29年度から実施している第３期０次健診の最終年度

となるため、受診希望者全員に受診いただく日数を確保

して実施する。第４期０次健診の実施に向けて関係機関

で協議していきます。

ス 健康づくり自主活動グループ相談支援事業
高齢者の絵本読み聞かせボランティア団体の活

動相談支援を行います。

コロナ禍での組織運営や感染対策などについて相談対応

を実施。会員養成など自主組織活動の継続に必要な取組

みが難しく、グループ内での活動意欲の低下や交流機会

の減少が起きています。

メンバーの社会参加の機会減少により、心身の介護リス

クの増大が心配されます。

コロナ禍での活動継続や会員養成講座・交流会などアフ

ターコロナにも目を向けて、取り組みについて事例紹介

や相談支援を行います。

健康増進がん検診事業ケ がん検診

指導が必要な人等に対して保健師や管理栄養士

が訪問し、生活習慣改善の指導や、疾病の予

防、早期発見、治療ができるよう、対象者の

ニーズに応じて柔軟な対応・支援を行います。

サ 訪問指導

必要な人に訪問し、生活習慣病の発症や重症化を予防で

きるよう、対象者のニーズに応じた支援を行います。

必要な人に訪問できました。

・令和４年度６月より、胃がん検診（胃内視鏡検診）を

導入し、検診の選択肢が増え、受診しやすい環境を整え

ました。

・コロナ禍であっても検診は重要であることを周知啓発

し、受診者数の回復に努めます。

・令和３年度は令和２年度より受診者数は増加しました

が、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、受診

控えをする方もおり、コロナ前の受診者数には回復して

いない状況です。検診が遅れることで、がんの早期発

見・治療の遅れにつながるので、コロナ禍でも定期的に

検診を受けるよう勧めていきます。

・令和３年度から市立長浜病院で胃がん、肺がん、大腸

がん、乳がん、子宮頸がん検診が受診できるよう受診の

機会を拡充しました。

・検診方法の選択肢が増え、受診しやすい環境を作るた

め、令和４年度より胃がん検診（内視鏡検診）を導入で

きるよう体制を整えています。

ク 骨粗しょう症検診

キ 歯周病検診
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計画 実績 計画

R3 R3実績 R4
令和４年度取組内容令和３年度実施状況と課題〇事業名 評価指標 単位事業概要

資料①

セ 健活チャレンジ事業

自分の体を自分で継続的に測定・管理できるよ

う市民へ健康機器（活動量計、血圧計、体組成

計）を無料で貸し出します。

健活チャレンジ事業延参加者数 人 140 28 160

機器を利用者間で使い回すことから、コロナ禍では積極

的な利用の呼び掛けをせず、利用者数が伸び悩びまし

た。

健康相談等において把握した必要な方に周知をし、健康

管理の一助となるよう支援を行います。

　スマートフォンにインストールしたアプリ

に、特定健診を受ける、バーチャルラリー、ス

タンプラリー、各種イベントに参加等すること

で健康ポイントをため、たまったポイントに

よって抽選により景品を獲得できる仕組で、運

動等健康づくりの意識付けと習慣化を図りま

す。

アプリダウンロード者数 人 3,000 1879 4000

コロナ禍でも実施できる健康づくりとして周知を図りま

した。秋には長浜市民を対象とした独自インセンティブ

事業を前年度に引き続き実施し、新規ダウンロード者を

確保できました。一方で若い世代の利用者数が伸び悩ん

でおり、スマートフォンを利用した手軽な健康づくりと

しての効果が限定的となっています。

前年度の利用者アンケートを活用し、より利用者のニー

ズに合った内容を提供していくとともに、若い世代の目

に留まる周知方法を検討していきます。

タ 健康づくりの情報発信

　健康都市宣言を機に、市民の健康づくりを応

援するための市ホームページを作成し、随時健

康づくりに役立つ情報を掲載します。また、は

ま～るｔｂなど様々な手法や取り組みを通じ

て、健康づくりの情報を啓発します。

市の健康づくり情報発信ページ「長浜市健康づくり応援

ページ」を活用し、①低栄養予防のためのアドバイス紹

介、②平和堂と協働で行うながはま健康ステーション事

業での体操教室・体力測定の開催案内、③自宅でできる

体操紹介などを実施。

ロコモ予防啓発マグネットを介護予防事業所の出前講座

等で配布してもらい、情報提供だけでなく自宅で実践で

きるよう支援しました。

直接対面での周知機会がまだ少ないことや、高齢者のデ

ジタルデバイドの問題などもふくめ、一定の高齢者に健

康づくり情報を確実に伝える仕組みが必要です。

高齢者も日常生活で利用する買い物の場での健康情報提

供や、広報・新聞など紙面を活用して、一定期間に広く

周知できる方法を効果的に活用しながら、タイムリーに

情報発信を行っていきます。

（４）一般介護予防事業の推進

ウ 地域介護予防活動支援事業

（ア）高齢者活躍よりあいどころ事業

高齢者の社会参加、介護予防および健康づくり

を推進するため、市内で高齢者が寄り合い、生

きがいを高める活動を行う拠点を運営する法人

又は団体に対して支援を行います。

支援件数 件 14 9 16

移動販売車によるコミュニティスペースづくりや健康づ

くり、認知症予防教室の運営などの各種団体の活動を支

援しました。コロナ禍の影響で活動を自粛されている時

期もありましたが、補助要件（実施回数）を緩和し、事

業を支援することで継続を図りました。

新たな団体の募集を行い、生活支援コーディネーターと

連携を図り、活動団体の継続に向けた情報提供等の支援

に取り組みます。

（イ）地域介護予防通所活動支援

高齢者の社会参加、介護予防および健康づくり

を推進するため、要支援・要介護状態にならな

い元気な高齢者の増加をめざして、屋内を中心

として住民主体の通いの場等の活動を実施する

団体に対して支援を行います。

支援件数 件 63 48 66

高齢者を対象とした通いの場や転倒予防体操等の通所活

動を支援しました。コロナ禍の影響で活動自粛されてい

る期間もありましたが、補助要件（実施回数）を緩和

し、事業を支援することで継続を図りました。

生活支援コーディネーターと連携を図り、活動休止団体

の活動再開に向けた支援を行うとともに、活動団体の継

続に向けた情報提供等の支援に取り組みます。

（ウ）日常生活支援活動車両整備事業

高齢者の日常的な生活に関わる移動外出支援活

動を行う住民主体のボランティア団体を対象と

して、車両を貸出す業務を支援します。

利用件数 件 140 83 70

新型コロナウイルス感染症の影響により利用団体数は減

少しましたが、住民間の支え合い活動に利用されまし

た。今後、利用団体が増加した場合の車両の確保が課題

となっています。

感染症予防対策を取りながら事業に取組みます。令和4年

度後期からは、高齢者活躍よりあいどころ事業による支

援を行うことを検討します。

教室実施か所数 か所 5 2 5

自主活動グループ数 グループ 174 168 179

グループ活動者数 人 2,750 2,343 2,850

実施か所数 か所 5 5 5

参加者数 人 250 94 250

エ 一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業をより効率的・効果的に実施

するため、有識者および関係者での検討を行い

ます。

評価会議 回 1 1 1

感染対策のため、オンラインを併用した会議を実施し、

検討を行いました。

感染状況をみながら、充実した協議が行えるように実施

方法を検討しながら、会議を実施します。

ソ ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵ推進事業

（エ）転倒予防教室

地域で誰もが参加できる身近な通いの場（転倒

予防自主グループ）の立ち上げを支援したり、

転倒予防体操（きゃんせ体操）の周知を行い、

介護予防を図ります。

（オ）転倒予防自主グループ研修会（きゃんせ大会）

地域で活動している転倒予防自主グループに対

して介護予防活動の効果や継続の必要性への理

解を促し、意見交換などを行い自主活動の継続

を図ります。

新型コロナウイルス感染症による通いの場の活動自粛や

自治会活動の縮小があるなか、２地域で立上げを支援し

ました。

感染症対策を行いながらオンライン方式を活用し、一般

高齢者にも参加拡大して研修会を実施しました。

新型コロナウイルス感染症対策を講じ、地域の状況に応

じた立上げ支援を実施していきます。

引き続き、転倒予防自主グループ参加者に加えて一般高

齢者にも参加勧奨を行います。介護予防活動の効果や継

続の必要性を理解してもらい、地域で自主活動が継続で

きるよう研修会を行います。
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計画 実績 計画

R3 R3実績 R4
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資料①

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

利用数 グループ 100 43 100

参加者数 人 1,500 478 1,500

（イ）通所介護事業所活動支援

リハビリテーション専門職が在籍していない地

域密着型通所介護事業所などに専門職を派遣

し、技術的指導や助言を行うことで利用者の生

活機能の向上や介護予防を図ります。

派遣事業所数 事業所 3 0 3

新型コロナウイルス感染症の影響により、申込事業所が

ありませんでした。

活用いただけるよう、今まで利用のない事業所に理由も

確認しながら勧奨します。

２ 自立生活支援の推進

（１）介護予防・生活支援サービス事業

総合事業訪問介護 人 178 178.5 184

生活支援型訪問サービス 人 12 2.4 13

集中支援型訪問サービス 人 3.1 0.7 3.2

総合事業通所介護 人 536 523.8 554

活動支援型通所サービス 人 34 20.2 36

集中支援型通所サービス 人 0.5 0 0.5

エ 介護予防ケアマネジメント

要支援者等に対し、地域包括支援センター等が

アセスメントを行い、その状態に置かれている

環境に応じて、本人が自立した生活を送ること

ができるようケアマネジメントを行います。

介護予防ケアマネジメント 人 380 326.1 393

利用数は計画値の83.0％で推移しています。 要支援者の状態に応じて、自立した生活ができるケアマ

ンジメント作成を促します。

（２）在宅福祉サービス

○ 高齢者地域生活支援事業

ア 衛生材料支給事業

市民税非課税世帯の要介護３から５の人で、申

請日前６か月において３か月以上在宅生活を

送っている人に、衛生的な生活を推進するとと

もに介護者の負担の軽減を図るため、月当たり

4,500円分の紙おむつおよびおむつカバーなど

の支給券を交付します。

年間延べ利用者数 人 - 650

要介護3から5の高齢者で在宅生活を送っている人を対象

に、衛生的な生活の推進と介護者の負担の軽減を図るた

め、紙おむつ等の支給券を交付しました。

第8期計画に基づき保健福祉事業へ移行し、引き続き高齢

者の衛生的な在宅生活を支援します。

イ 訪問理美容サービス事業

所得税非課税世帯の要介護４または５の人で、

基準日前６か月において３か月以上在宅生活を

送っている人に、在宅生活での保潔のため、居

宅で理美容を受けられる利用券を、年２回、交

付します。

年間延べ利用者数 人 - 79

要介護4または5の高齢者で在宅生活を送っている人を対

象に、保清のため、居宅において理美容を行うことがで

きる利用券を交付しました。

高齢者の衛生的な在宅生活を支援し、清潔の保持を図り

ます。

ウ 日常生活用具給付事業

市民税非課税世帯で心身機能の低下に伴い、防

火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者で、

被保護世帯等の人に、日常生活用具（自動消火

器、火災警報器、電磁調理器）の給付を行いま

す。

年間給付者数 人 - 0

心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮

らしの高齢者で被保護世帯等の人を対象に、日常生活用

具(自動消火器、火災警報器等)の給付を行う事業です。

引き続き、必要とする人に適切に利用できるよう、日常

生活用具の給付を行います。

エ 生活管理指導短期宿泊事業

高齢者を養護老人ホームに、６か月間で14日間

を限度に宿泊させ、生活習慣等の指導及び体調

の調整を図ります。

年間利用者数 人 - 4

本市および近隣市にある養護老人ホーム３施設と契約し

ています。生活管理指導を必要とする方、４人延べ135日

の利用実績がありました。

引き続き、必要とする人が適切に利用できるようケース

支援担当と連携し実施します。

オ 24 時間対応型安心システム事業

介護者の急な病気、事故、その他やむを得ない

緊急の事由により、居宅における介護ができな

くなった場合に、指定通所介護事業所等におけ

る緊急あずかり体制を整備します。

年間利用者数 人 - 0

実施事業所として１の事業所の登録がありますが、コロ

ナ禍で受入れ体制が整わず、現在は中止しています。

事業実施できる事業所を増やすことを検討します。

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場等日常

生活上の支援を提供する。

ア 訪問型サービス

イ 通所型サービス

健康運動指導士を通いの場に派遣し、体力測定

や体操指導をおこなうことで、活動の継続を支

援します。

介護予防ケアマネジメント業務において、適切なアセス

メントを行い、運動機能の維持・向上等、介護予防につ

ながるよう支援を行い、必要なサービスにつなげます。

新型コロナウイルス感染症による活動自粛で自主活動が

低迷しないよう、対象の転倒予防自主グループに引き続

き支援します。

総合事業通所介護はほぼ計画値どおり推移しています。

活動支援型通所サービスの利用は見込みより少なくなり

ました。また、集中支援型通所サービスについては利用

がありませんでした。

新型コロナウイルス感染症の影響で活動の自粛等があ

り、支援グループ数が減少しました。

支援については、感染予防対策も含めた活動方法を指導

することにより、一部のグループの自主活動の再開を支

援することができました。

総合事業訪問介護は計画値どおり推移しています。生活

支援型訪問サービス及び集中支援型訪問サービスの利用

が見込みより少なくなりました。

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上

の支援を提供する。

（ア）転倒予防自主グループ等活動支援

　　　（体力測定、体操指導）
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R3 R3実績 R4
令和４年度取組内容令和３年度実施状況と課題〇事業名 評価指標 単位事業概要

資料①

カ 見守り配食支援事業

在宅のひとり暮らし高齢者または高齢者のみで

構成される世帯の人に、高齢者等の安否の確認

を目的として、1日1回、週５回を限度に昼食又

は夕食を宅配します。

年間延べ配食数 食 - 24,280

実施事業所として３の事業所の登録があります。見守り

配食を必要とされる方、120人程度が日常的に利用されて

います。

継続的に安定した事業展開を図れるよう、介護保険特別

会計に移行し、地域包括支援センターとの連携に取組

み、地域で見守る体制を強化します。

キ 緊急通報システム事業

在宅のひとり暮らし高齢者等で身体病弱のため

緊急事態に機敏に行動することが困難で生命の

危険が推測される人の急病、事故等の緊急事態

に対処するとともに、日常生活上の安全確保と

不安を解消することを目的として、緊急通報装

置を貸与します。

貸与件数 件 - 61

ひとり暮らし高齢者等で機敏に行動することが困難な人

の緊急事態に対処し、日常生活の安全を確保するため、

緊急通報装置を貸与しました。

継続的に安定した事業展開を図れるよう、介護保険特別

会計に移行し、緊急時の対応を支援します。

ク 福祉用具・住宅改修支援事業

地域包括支援センターの職員が、介護保険制度

の福祉用具、住宅改修に関する相談・情報提

供、助言を行います。必要に応じて、理学療法

士と連携を図り、高齢者の身体状況にあった助

言ができるよう努めます。

支給件数 件 - 83 90

高齢者の住環境の整備が適切かつ円滑に進むよう、理学

療法士の助言を得ながら、福祉用具や住宅改修に関する

相談・助言等を行いました。

引き続き高齢者の身体状況にあった住環境整備や日常生

活の利便性が向上するよう、相談や助言、情報提供等を

行います。

ケ 屋根雪下ろし支援事業

市民税非課税世帯で除雪作業が困難な高齢者世

帯等が居住される住居の屋根の雪下ろし作業に

ついて、１回当たり１万円、年３回までを基本

として補助します。

実施者数 人 - 34

除雪作業が困難な高齢者を対象に、住居の安全確保のた

め、事業者等に屋根の雪下ろし作業を委託した費用の一

部を助成しました。

引き続き降雪期の安全確保を図ります。

コ 社会資源マップ作成事業

生活支援コーディネーターが社会資源について

情報収集し、地図や一覧表で関係者などに提供

します。

情報誌等の発行 件 1 1 1

自治会単位における福祉活動の浸透を図るため、福祉委

員の設置を推進しています。生活支援コーディネーター

により活動事例をまとめた情報誌を発行・配布しその啓

発活動に努めました。

サロン活動について、新型コロナウイルス感染予防を重

点とした運営方法をまとめた冊子を発行し、安心感のあ

る活動につなげるとともに、新たな活動方法も提案しな

がら、持続可能な運営について啓発を行います。

サ 高齢者等買物支援事業

日常の買い物に不便や苦労を感じる人に移動販

売や宅配などのサービスの情報の提供や地域の

支えあいのなかでのサポート体制の構築によ

り、地域で生活が送れるよう支援します。

買い物情報の更新 件 - - 1

買物情報や日常生活を送る上で必要となる社会資源につ

いて幅広く収集し生活支援コーディネーターと情報共有

を図りました。また、生活支援体制整備事業において買

い物支援等を実施する団体の支援を行いました。

生活支援コーディネーターと連携し、宅配や移動販売が

可能な店舗を紹介する情報誌「買い物情報宅配便」の更

新を行っていきます。また、支援が必要とされる方にも

情報が行き届くよう支援者間で情報共有を行います。

施策５ 介護・福祉人材の確保・定着・育成

１ 介護・福祉人材確保に向けた支援（すそ野を拡げる）

（１）多様な人材の参入促進

ア 新規参入促進に向けた事業

来場者数 人 50 11 50

事業所と求職者のマッチング機会確保を目的に10月30日

（土）に開催しました。新型コロナウイルス感染症等の

影響により参加者数が減少したと推測されます。来場者

の内、1名が市内事業所へ就職しました。

事業所と求職者のマッチング機会確保を目的として、10

月16日（日）に開催を予定しています。会場を神照まち

づくりセンターからさざなみタウンへ変更し、より立ち

寄りやすい場所で開催予定。

参加法人数 法人 20 15 20

令和2年度と同様に新型コロナウイルス感染症対策として

参加法人数を制限しました。

昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症対策として参

加法人数を制限予定。

（イ） 福祉・介護新規参入促進事業

支援件数 件 5 0 5

介護職員初任者研修の受講に要した費用の一部助成によ

る介護人材の新規参入の促進を図りましたが、利用はあ

りませんでした。

介護人材の新規参入の促進を図るため、他業種を離職し

た者の介護職員としての就職や高齢者の介護職への就職

を支援する新たな補助事業の実施します。

受講者数 人 - 57 -

市内で開催された初任者研修受講者（修了予定を含む）

に対して周知しました。受講者は例年より増加しまし

た。

介護職への就職を支援する新補助事業について、研修修

了者に働きかけを行います。

　○入門的研修

介護分野のすそ野を拡大に向けて多くの人が介

護を知る機会を確保し、介護未経験者が参入を

図るため、介護に関する入門的研修を開催しま

す。

受講者数 人 - 5 20

介護に関する基本的な知識を身につける機会を設けるこ

とで介護分野への就労・定着を促進するため、11月に計3

日間開催しました。新型コロナウイルス感染症の影響や3

日間コースのみの開催だったことにより、受講者が少な

かったと推測されます。

21時間コースについては、より参加しやすいよう日程を3

日間から5日間へ変更し、9月～10月に実施します。3時

間コースを新たに実施し、介護の基礎を学ぶ機会を確保

することで介護のすそ野を拡大を図ります。

　〇初任者研修支援

介護職員初任者研修の受講に要した費用の一部

助成による介護人材の新規参入の促進を図りま

す。

（ア） 「福祉の職場説明会の開催」福祉の職場フェア

介護人材確保が全国的な課題となっている中、

就職フェアを開催することで介護人材事業所と

求職者のマッチングを支援します。
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資料①

研修会（湖北圏域） 回 1 1 1

外国人介護人材の新規参入・定着の促進を図ることを目

的に、外国人介護職員養成研修が湖北圏域において１回

実施されました。

令和４年度以降も継続して湖北圏域実施されるよう県に

働きかけます。

受講者数 人 - 12 -
湖北圏域で実施された外国人介護職員養成研修の受講者

数です。受講者は例年並となっています。

事業の開催（県主催）について、ホームページ等を活用

して引き続き周知します。

教材費支援件数 件 5 0 5

研修に要した教材費の一部助成による外国人介護人材の

新規参入の促進を図りましたが、利用者はありませんで

した。

制度利用が少ないため、他業種を離職した者の介護職員

としての就職支援等、より利用しやすい制度へ見直しを

実施。また対象を外国人に絞った支援制度の必要性を再

検討します。

就職支援件数 件 1 1 1

養成研修を修了し1年以上継続して勤務する外国人に支援

を行うことによる外国人介護人材の新規参入の促進を図

りましたが、利用は1件でした。

制度利用が少ないため、他業種を離職した者の介護職員

としての就職支援等、より利用しやすい制度へ見直しを

実施。また対象を外国人に絞った支援制度の必要性を再

検討します。

新） 　○ 介護就職応援給付金
他業界からの新規参入を促進することにより、

介護人材確保を図ります。
3

（令和４年度新規事業） 介護職への就職を支援する補助制度を充実させ、補助対

象範囲を拡大することで、人材確保を図ります。

イ 潜在福祉人材等再就職支援事業

（ア） 潜在介護人材再就職支援事業

介護職として一定の知識・経験を有すつ人の再

就職と定着を支援することにより介護人材確保

を図ります。

支援件数 件 7 7 7

介護職として一定の知識及び経験を有する者の再就職と

定着を支援することにより、事業所の一定の介護人材の

確保を図ることができました。

補助対象に介護支援専門員を加え、より利用しやすい制

度に見直し、介護人材の確保を図ります。

ウ その他、新規参入に向けた新たな取組の検討

新） 　○ 介護・福祉事業所就職ＰＲ動画作成支援事業（補助金）

事業所をＰＲする動画作成の費用の一部を支援

することで事業所や介護業界のイメージアップ

や知名度向上を図り、介護人材確保を図りま

す。

4

（令和４年度新規事業） 事業所ＰＲ動画の作成を支援することで事業所や介護業

界のイメージアップや知名度向上を図ります。

新） 　○ 高齢者介護就職支援事業（補助金）
多様な介護人材の確保に向けて、介護未経験の

高齢者の新規参入を支援します
18

（令和４年度新規事業） 介護職への就職を支援する補助制度を充実させ、補助対

象範囲を拡大することで、人材確保を図ります。

（２）将来の担い手育成 ～介護職の理解・魅力発信～

ア 中学校福祉・介護出前授業
中学生を対象に介護学習や体験を通じて、介護

の仕事への理解とイメージアップを図ります。
実施校 校 5 0 5

2校からの申込がありましたが、新型コロナウイルス感染

症の影響により今年度の実施は見送りとなりました。

福祉・介護への理解を深める取組を実施する学校を増や

すために、より取り組みやすい環境づくりに努めます。

（３）関係機関との連携

２ 介護・福祉人材定着に向けた支援(定着促進を図る )

（１）定着支援・離職防止・業務の効率化
国の制度の積極的な活用への啓発や適正な執行

等の指導、手続きの簡素化等を図ります。
- - -

処遇改善加算の取得促進を図るために事業所に周知しま

した。また、業務効率化への取組として、一部様式で押

印省略とする等の見直しを実施しました。

定着支援、離職防止への取組として事業所の処遇改善加

算の取得を促進します。また、事業所の業務効率化のた

め、引き続き見直しを検討していきます。

（２）福祉職場のイメージ向上

インターネットやＳＮＳ等を通じた福祉の仕

事、福祉のやりがいや魅力の情報発信を支援す

ることで、福祉職場のイメージ向上を図りま

す。

- - -

中学校の介護体験学習の受入事業所を募集し、中学校へ

情報提供を行い、中学生が福祉職場に触れる機会を設け

ることで、事業所のイメージ向上を図りました。

引き続き、中学校への介護体験学習の受入事業所を情報

提供します。また、事業所のＰＲ動画作成等の情報発信

を支援することでイメージ向上を図ります。

研修会の開催等により介護ロボット・ＩＣＴの

導入を促進し、負担軽減等の職場環境の改善に

よる定着支援、離職防止を図ります。

- - -

介護人材育成研修会において、介護ロボットの活用事例

等を紹介しました。

介護ロボットの活用事例等を情報提供します。

３ 介護・福祉人材育成に向けた支援（質を向上する）

（１）質の高い人材の育成

ア 職場定着に向けた講演会等の実施

福祉職場で効果的なテーマの研修等を開催する

ことにより、より高い質で適切なサービス提供

がなされるよう事業者の人材育成を支援しま

す。

- - -

湖北地域介護サービス事業者協議会、米原市との共催で

経営者層、管理職層、新任職員層に向けた介護人材育成

研修会を計3回開催しました。

職場定着に関して抱える課題等を把握し、ニーズに合っ

た研修を開催することにより事業所の職場定着を支援し

ます。

（３） 介護ロボット・ＩＣＴ導入支援事業

　　　（地域医療介護総合確保基金）

介護人材確保の持続可能性を高めるために多様

な人材が介護に参入できる土台をつくるととも

に、今後、増加が見込まれる外国人要介護者へ

のサービス確保を図ります。

（ウ） 外国人参入促進事業

（エ） 外国人介護職員養成研修修了者支援事業

　　　（教材費・就職支援）

介護職を目指す外国人を支援することにより、

多様な介護人材の確保を図ります。
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資料①

施策６ 認知症施策の推進（長浜市オレンジプラン）

１ 普及啓発・本人発信支援

（１）認知症に関する理解促進

○ 認知症キャラバンメイト支援

認知症に対する正しい知識と具体的な対応方法

を市民に伝える認知症キャラバンメイトの活動

を支援します。

活動支援回数 回 - 34 -

認知症キャラバンメイト研修会の開催や、長浜市社会福

祉協議会（委託先）によるキャラバンメイト定例会等へ

の活動支援を行いました。

研修会の開催や、長浜市社会福祉協議会および各地域包

括支援センターによる定例会および認知症サポーター養

成講座への活動支援を行います。

講演会などを通して、認知症に対する正しい知

識と対応方法の周知啓発を図ります。
市民のつどい参加者数 人 - 117 -

市民のつどいを12月に開催し基調講演やキャラバンメイ

トの活動報告を行いました。

次年度以降については、イベントを複数回開催すること

でより多くの市民への啓発を検討します。

開催方法を変更し、地域包括支援センターごとに認知症

に関する講座や啓発活動を実施します。

認知症キャラバン・メイト養成講

座
回 - - -

認知症サポーター養成講座 人 2,000 1,204 2,000

認知症サポーター養成講座（累計） 人 38,113 36,883 38,883

認知症のある方が暮らしやすい地域づくりを担

う子どもたちに、学校での認知症サポーター養

成講座の実施により認知症の正しい理解を促し

ます。

イと同じ

小中学校

実績

26回

888人

イと同じ

イと同じ

認知症絵本教室26回開催し888人のサポーターを養成し

ました。

イと同じ

（２）相談先の周知 　

認知症ケアパスの活用・普及

認知症の状態に応じた相談先や対応方法、活用

できる社会資源をまとめた認知症ケアパスを作

成し、認知症の早期発見や対応ができるよう相

談支援時に活用します。

介護支援専門員や認知症地域支援推進員が相談時に活用

ししています。また、改訂に向けて認知症地域支援推進

員会議で意見を収集しました。

認知症ケアパスを改訂する予定です。

（３）認知症のある人本人からの発信支援

認知症のある人がよりよく生活できるよう、必

要と感じることや現状について発信することを

支援します。

相談場面での本人の思いを知るという視点で対応してい

ます。地域包括支援センターが本人の思いをまとめて、

講演会等でパネル展示をしました。

相談場面で家族だけでなく、本人が自分の思いを語れる

ような対応ができるよう、認知症地域支援推進員やケア

マネジャーに取組を促します。

２ 予防

３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

（１）早期発見・早期対応のための体制

ア 高齢者相談窓口である地域包括支援センターの周知
認知症について早期に相談ができ、安心して暮

らせるよう相談窓口の周知を図ります。
- -

市役所窓口、病院、講演会、地域の集まり等で、チラシ

を設置、配布するなどにより地域包括支援センターを周

知しました。

引き続き、市役所窓口、病院、講演会、地域の集まり等

の機会をとらえて周知します。

イ 認知症地域支援推進員の配置

認知症のある人やその家族の相談や支援、関係

機関との連携や暮らしやすいまちづくりを行う

認知症地域支援推進員を各地域包括支援セン

ターに配置します。

- -

各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置

し、各地域包括支援センターごとの認知症オレンジプラ

ンを作成し、地域の現状に応じた施策の推進に取り組み

ました。

各地域包括支援センターのオレンジプランに基づき、啓

発活動、相談支援の充実などに取り組みます。

ウ 医療と介護の連携

認知症疾患医療センターやかかりつけなどの医

療機関、薬局、介護事業所などの専門職が連携

し、認知症のある人の生活を支援できるよう、

連携を強化します。

- -

地域包括支援センターは、かかりつけ医、認知症専門

医、かかりつけ薬局等と連携強化に努めました。認知症

関係者連絡会議は、コロナ禍のため書面会議で開催し、

医療や介護の各機関から意見を施策に反映しました。

引き続き、医療と介護の関係機関との連携を強化し、早

期の相談や受診につながるよう取り組みを継続します。

専門医などの他職種で構成する認知症初期集中

支援チームを設置し、認知症が疑われる人やそ

の家族の支援を包括的・集中的におこなうこと

で、自立した生活を支援します。

対応件数 人 25 23 25

コロナ禍のためWeb会議の方法で毎月1回開催しました。

行動・心理症状の対応に困るケースや、認知症を心配さ

れる一人暮らしや高齢者のみ世帯で生活実態の把握が難

しい等の課題があるケースについて検討し、必要な情報

の収集方法やアセスメントについて協議し、適切な支援

につながりました。

チーム員の専門的見地からの意見をもとに、適切な医

療・介護サービス等につながり、認知症のある人と家族

が安心して暮らせる支援ができるようにチーム員会議を

継続して開催します。

オ 認知症ケアパスの活用・普及 【再掲】施策１－２－（４）参照

（２）認知症のある人の介護者への支援

ア 認知症のある人を支える家族の会への協力支援、啓発
家族の会など認知症のある人やその家族が意見

や情報交換できる活動を支援します。
- -

家族会と意見交換をし、広報９月号の認知症の特集で家

族会の紹介記事を掲載しました。

必要とする人が家族会とつながれるように、介護支援専

門員等に活動を周知します。

認知症の正しい理解と対応を学び、そっと手助

けするサポーターを養成し、その活動を支援し

ます。

イ 認知症サポーターの養成と活動の支援

コロナ禍で計画より実施回数が減り、養成人数は少なく

なりました。一部は、各地域包括支援センターの担当者

の支援により、認知症サポーター養成講座を開催するこ

とができました。

引き続き、関係機関に働きかけて認知症サポーター養成

講座を開催します。また、オンラインでの講座開催がで

きるよう体制を整えていきます。

ア 認知症のある人の視点に立って認知症への理解を

　深める取組

ウ 学校教育等における認知症のある人を含む高齢者

　への理解の推進

エ 認知症初期集中支援チームの活動の推進
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資料①

イ 認知症カフェの開催支援

認知症のある人やその家族が安心して集い、活

動できる場である認知症カフェの開催を補助金

の交付などにより支援します。

- -

認知症カフェ支援事業補助金を創設し、新たな認知症カ

フェの立ち上げを支援しました。新たに３か所で立ち上

がり、市内に４つの認知症カフェが開催されています。

広報９月号の認知症の特集で紹介記事を掲載しました。

認知症カフェを周知し、広く市民に利用されるよう支援

を継続します。

（３）認知症のある人の介護サービスの利用状況

４ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症のある人への支援・社会参加支援

（１）「認知症バリアフリー」の推進～認知症のある人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進～

事前登録件数 人 230 224 240

協力者数 人 4,000 4,578 4,100

イ 認知症高齢者家族支援（情報発信器貸与）

位置探知端末機器を家族等保護者に貸与し、認

知症により行方不明になるおそれのある人に携

帯させることにより、行方不明時に現在地を特

定して、早急な保護、事故防止につなぐなど、

安心して介護できる環境の整備を図ります。利

用料のほか緊急対応等の費用は利用者の負担と

なります。

貸与件数 人 25 20 30

ほんわかネットワーク登録者への案内や研修会、シンポ

ジウム等の開催時に周知を行いました。

行方不明時の早急な保護、事故防止等につなぐため、引

き続き周知を図ります。

ウ 見守りネットワーク

認知症のある人が外出して道に迷い行方不明に

なった場合に適切に対応できるように、認知症

地域支援推進員を中心に自治会とともに認知症

安心見守り訓練を実施し、地域での見守り体制

づくりを支援します。

訓練自治会数 件 3 1 4

コロナ禍の中、1自治会で認知症安心見守り訓練を実施す

ることができました。

地域に働きかけて、認知症安心見守り訓練が実施できる

よう取り組んでいきます。

（２）若年性認知症のある人への支援

若年性認知症に関する専門医療機関や相談窓口

の周知、居場所づくりに取り組み、若年性認知

症のある人やその家族への支援に取り組みま

す。

認知症サポーター養成講座実施時に、若年性認知症につ

いて啓発を実施しました。

地域包括支援センターで受けた若年性認知症の相談を報

告し共有しました。

認知症サポーター養成講座実施時に、若年性認知症につ

いて啓発を継続します。

市内の企業等に対し、若年性認知症についての啓発を実

施します。

施策７　介護サービスの確保・推進

４　介護保険の運営体制

（１）介護給付費適正化事業

ア  要介護認定の適正化

（ア）正確な要介護認定調査の実施  

十分な調査員を確保したうえで、研修及び事例

検討会等を実施し、調査の平準化を図ります。

申請者本人の実態に即した、質の高い要介護認

定調査を実施する。委託認定調査の内容を点検

し、随時、確認・指導を行います。

要介護認定調査件数 件 - 4,930 5,300

感染症対策を行いながら、適切に認定調査を実施しまし

た。

高齢者の増加に伴う申請者増加に対して、安定した認定

調査が行えるように、調査環境を整えます。

（イ）主治医意見書

的確な意見がいただけるよう、情報の重要性と

意義について、医師会等関係団体と連携して周

知を図ります。

主治医意見書依頼件数 件 - 4,883 5,100

要介護認定（新規・更新・区分変更）について、申請に

基づき主治医へ意見書作成を依頼しました

左記の取組を継続します。

（ウ）介護認定審査会の円滑な運営
審査委員の確保を図るとともに、審査判定基準

の平準化と公平・公正性を確保します。
介護認定調査会開催回数 回 - 184 184

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、審査会を書面会議

で開催しました。

申請者の適正な介護度を判定できるよう介護保険法に基

づく介護認定審査会を適正に運営をします。

イ  ケアプランの点検

例外給付（同居家族がいる場合の生活援助サー

ビスの算定等）を決定する場合にケアプランの

点検を行うほか、システムを活用し、ケアプラ

ンの質の向上や不適正なケアプランの是正に努

めます。

ケアプラン点検件数 件 520 227 520

例外給付申請書類確認、システムを活用した抽出等によ

り点検を実施しました。幅広いケアマネジャーのケアプ

ランを点検するため、自立支援会議にて確認する対象者

を変更したことにより、件数は減少しました。

左記の取組を継続します。

ウ 住宅改修等の点検

（ア）住宅改修の点検

改修工事の施工前に、改修の内容や金額が適正

であるかについて、図面や見積書で確認するほ

か、専門職による点検等を実施します。施工時

には写真で内容を確認します。

住宅改修点検件数 件 588 544 744

申請時に図面や見積を確認しています。専門職も点検し

ているほか、必要に応じて関係者へ聞き取りを行ってい

ます。

左記の取組を継続します。

認知症のある高齢者などが行方不明となった場

合に、早期発見できるよう関係機関や地域との

連携体制を構築します。

ア 認知症高齢者等ＳＯＳほんわかネットワーク事業の実施

広報誌掲載、市職員の課内研修や商工会、地域の行事な

どで、事業や協力者の登録を周知し、事業や協力者の登

録数を増やすことができました。

家族と地域の協力者向けのチラシを各支所や事業所等に

配置します。また、希望される自治会にチラシを配布す

るなど、さらに事業の周知に取り組みます。
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資料①

福祉用具の必要性や利用状況を確認します。 福祉用具購入点検件数 件 696 799 876

重複した購入が無いかどうか、福祉用具が必要な理由等

を確認し、必要に応じて関係者へ聞き取りを行っていま

す。

左記の取組を継続します。

軽度の認定者の利用が想定しにくい福祉用具を

貸与することをケアプランに位置付ける場合等

には、介護支援専門員からの報告により内容を

確認し、専門職による点検を実施します。

福祉用具貸与点検件数 件 55 36 59

軽度認定者への福祉用具貸与について、申請にもとづき

確認し、専門職による確認も行いました。

左記の取組を継続します。

入院情報等と介護保険情報を突合し、二重請求

がないか確認を行います。
医療情報との突合件数 件 9,900 10,464 9,900

国保連合会に委託して実施しています。 左記の取組を継続します。

複数月の明細書における算定回数の確認等を実

施します。
縦覧点検件数 件 9,300 10,045 9,300

国保連合会に委託して実施しています。 左記の取組を継続します。

オ 介護給付費通知

利用者に介護保険制度の理解を深めてもらうた

め、介護保険サービスの請求状況及び費用等の

通知を行います。

通知件数 件 17,700 15,163 17,800

年3回、利用したサービス内容について給付費のお知らせ

を送付しました。

左記の取組を継続します。

（２）介護相談員設置事業

ア 介護保険運営体制の強化
サービスの改善や向上を目的として、介護相談

員の派遣を実施します。

介護相談員派遣

延べ訪問人数
人 504 0 495

イ 介護相談員研修会の実施
介護相談員に対して、定期的な研修会を実施し

ます。
介護相談員研修会開催回数 回 6 2 6

（３）介護サービス事業所の適正な運営

ア 介護サービス事業所との連携

個々のサービス事業所や「湖北地域介護サービ

ス事業者協議会」と連携し、高齢者の尊厳保持

をはじめとした高齢者福祉・介護の向上を図り

ます。

- -

実地指導時に高齢者の人権擁護について研修実施を指導

しました。

左記の取組を継続します。

イ 災害に対する備えと協力・連携

介護サービス事業所と協力・連携し、情報提

供・収集体制を確立と、実地指導等の機をとら

えた災害に関する具体的な計画等の確認を行い

ます。

避難訓練の実施による効果の確認、防災啓発活

動、介護サービス事業所におけるリスクや、災

害時に必要となる物資の備蓄・調達の状況の確

認を行います。

- -

避難確保計画作成義務付の事業所について、全事業所作

成完了しました。実地指導時に、防災計画、防災訓練実

施、備蓄物資の確認を行っています。

左記の取組みを継続します。（防災計画、防災訓練実

施、備蓄物資の確認。）

ウ 感染症に対する備えと協力・連携

新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染

症への対策として関係機関との連携・協力、情

報収集体制を確立します。

感染症に対する研修、拡大防止対策の周知啓発

や、感染症発生時の応援刷毛体制・代替サービ

スの確保に向けた連携体制を構築します。

- -

・感染者発生時において、事業所からの迅速な報告、連

絡を指導しています。感染症対策の情報、研修等につい

て迅速な情報提供を行っています。

・滋賀県新型コロナウイルス感染症発生時の介護関連施

設事業所間の応援事業（職員派遣・代替サービス提供）

による相互応援システムにより、湖北地域の事務局（湖

北地域介護サービス事業者協議会）と協力連携を図りま

した。

・各事業所に対して備蓄用の感染予防用具（マスク、ゴ

ム手袋）を配布しました。

左記の取組を継続します。なお、事業所備蓄用の感染予

防用具配布については、国からの支給状況を勘案し配布

します。

エ 介護分野の文書に係る負担軽減

介護サービス事業所の指定・変更、指導監査等

に係る提出書類のホームページ上の掲載や、実

地指導時におけるパソコン画面上での確認等、

文書に係る負担の軽減を図ります。

- -

・実地指導の確認書類等について、国の運用方針、マ

ニュアルに基づき簡素化しています。

・実地指導時の確認事項ついて、パソコン画面での確認

も可としています。

・各種申請書類について、従来から市ホームページに掲

載している内容を適宜見直しました。

左記の取組を継続します。

オ 介護サービス事業所の指定

地域密着型サービス、居宅介護支援事業及び介

護予防・生活支援サービス事業の事業所指定を

行います。

- -

・国指定基準、市条例その他関係法令により、事業所指

定、更新を行っています。（指定・更新件数：41件）

左記の取組を継続します。

エ 医療情報との突合・縦覧点検

（イ）福祉用具購入・貸与調査

新型コロナウィルス感染者増加に伴い、介護相談員によ

る介護事業所等への訪問活動ができない状況でしたが、

研修会を２回開催しました。

コロナ禍での活動として、通常の対面による訪問活動が

再開されるまで、オンライン方式での訪問活動を計画し

ます。オンライン方式で実施（受け入れ）可能な施設を

調査・交渉を行います。
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資料①

カ 介護サービス事業所の指導等

（ア）集団指導

市指定の事業所を一定の場所に集めて指導実施

します。（介護保険制度の周知、実地指導の結

果報告、事業所との情報共有等）
- -

事業所の適切な運営に資する情報周知、指導を行うた

め、集団指導を実施しています。（年1回、３月24日開

催）

・実地指導結果周知

・介護保険制度の理解周知

・情報交換

左記の取組を継続します。

（イ）実地指導

市指定の事業所において、定期的に指導しま

す。

・人員、設備、運営に関する基準の遵守。

・介護報酬の要件確認。

・生活支援のためのアセスメントとケアプラン

の作成。

・虐待や身体拘束の防止に向けた取組。

- -

事業所の適切な運営について（人員、施設基準、ケアプ

ラン、介護報酬算定、虐待防止等）実地指導を行ってい

ます。新型コロナウイルス感染症の影響により一部の事

業所に対する実地指導を翌年度に延期ました。

Ｒ３実績

・地域密着型介護サービス事業所11か所

・居宅介護支援事業所　　　　　1か所

左記の取組を継続します。なお、延期した事業所につい

ては、優先して実地指導を行います。

（ウ）監査
指定基準違反や、その疑いがある場合に実施し

ます。

・監査実績なし。 監査実績なし。

キ 地域密着型サービス運営委員会
地域密着型サービス事業者の選考、適正なサー

ビス実施体制の確保について審議します。
- -

・新規開設を希望した事業所について、事業者やサービ

ス体制内容等の審議を行いました。

６/30第１回地域密着型サービス運営委員会開催。

新規開設事業所の指定について審議を行いました。

５　利用者負担等

（８）介護ワンストップサービスの推進
介護保険にかかるサービス検索や申請手続のオ

ンライン化を推進します。
- -

マイナポータルに各種申請書様式を掲載しています。ま

た、介護保険被保険者証等の再発行手続の電子申請がで

きる体制を継続しています。

左記の取組を継続します。また、電子申請受付の拡大に

ついて検討・準備を行います。

（９）訪問等介護サービス確保対策事業の創設

中山間地では新規事業所の参入が見込みにくい

状況にある中、一定の介護サービス提供量の確

保する必要があるため、対象地域への訪問サー

ビス提供を支援することでサービス量の確保を

図ります。

中山間地においてサービス提供を

行った事業所数
事業所 - 19

中山間地域の訪問等サービス提供事業所数は前年同数を

維持しました。訪問等介護サービス確保対策交付金事業

を開始し、1月末時点で19法人が利用され、サービス提供

の維持に一定の効果がありました。

訪問等介護サービス確保対策交付金事業の利用につい

て、引き続き対象事業所への働きかけを行い、サービス

提供事業所の確保に努めます。

低所得の認知症がある高齢者であっても、希望

すればグループホームを利用し、適切なケアを

受けることができるよう入居に係る家賃等の負

担軽減制度の導入の検討します。

- -

低所得の認知症がある高齢者であっても、希望すればグ

ループホームを利用し、適切なケアを受けることができ

るよう入居に係る家賃等の負担軽減制度の導入を検討し

ました。検討の結果、既存の入所者の負担軽減にはなる

ものの、定員数に限りがあるため新規に入所する対象者

は少なく、限られることから、別の方向からアプローチ

し、より効果的な施策を検討する必要があると判断しま

した。

代替施策の検討（R4～5年度にかけて認知症のある人や

その家族を支える施策の充実に向けて検討します。）

・認知症施策体系の周知（より安心して在宅で支えるこ

とができるような環境づくり）

・認知症個人賠償保険の実施（R4実施）

・GPS見守り機器貸与拡充策の検討

貸与対象機器の基準について示しているが、利用実績が

少ないため、貸与拡充について検討し周知を行います。

・GH短期利用促進策の検討

GHの短期利用への居住費、食費助成

低所得者の介護サービスの利用促進に加え、認知症高齢

者の短期の受入先の拡充と、GHおいての将来の入所者の

確保等の効果を見込み、事業所へのニーズの調査を行

い、制度の枠組みについて検討します。

（１０）認知症対応型共同生活介護における低所得者

　　　　負担軽減の検討


